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要約 

 政府が発表する働き方改革は、労働人口の減少を可能な限り食い止め、生産性を高め、国力を

維持することに目的があるが、それはすなわち企業淘汰の時代に突入することを意味する。限ら

れた人員で限られた労働時間で成果を挙げるためには業務効率を上げるだけではなく、競争力の

強い商品の開発・販売、ビジネスモデルの転換、顧客の選別、単価の値上げ等を行う必要がある。

これらの施策を実施できるのは大企業、優良企業のみに限られる。また、労働力がますます不足

している中で求職者、在職者ともに働く会社を選ぶことができる。求職者、在職者が長時間労働

で低賃金の企業よりも、残業が少なく休みが取れかつ適正な賃金を得ることができる企業を選ぶ

のは自然な事となる。深刻な労働力不足に陥れば、売上が減り、利益も減り企業の存続に深刻な

影響が出てしまう。これからは働き方改革を実行できなければ生き残る事ができない時代となる。

経営者の力量が試される厳しい時代に突入する。 
 
キーワード：労働人口の減少 働き方改革 企業淘汰 

＜特集＞ 

働き方改革 ～企業淘汰の時代へ～ 

 
向 井  蘭 
Ran Mukai 

 
杜若経営法律事務所 

 

Ⅰ．政府が発表する働き方改革の狙い 

～国が没落しないための改革～ 

 厚生労働省のホームページ1) には右記のよ

うな記載がある。 
 右記では明確に記載していないが、私の解

釈では、働き方改革は、労働人口の減少を可

能な限り食い止め、社会保障制度や国家財政

や経済全般が破綻しないような仕組みづくり

を行い、戦後先進国の仲間入りを果たした日

本国が何とか没落しないで国力を維持するこ

とにその目的がある。 
 労働人口が落ち込めば、消費が落ち込むこ

とはもちろん、税収・社会保険料も落ち込み、

医療や年金等の制度も破綻に近づいてしまう、

それを避けるためには色々な立場の方が労働 

 
社会に参加できるようにする必要がある。働

き方改革は、労働者保護や労働環境の改善は

あくまでも手段であって、目的はあくまでも

国力の維持にある。 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「働き方改革」の目指すもの 

我が国は、「少子高齢化に伴う生産年齢人口の

減少」「育児や介護との両立など、働く方のニ

ーズの多様化」などの状況に直面しています。

こうした中、投資やイノベーションによる生産

性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力

を存分に発揮できる環境を作ることが重要な

課題になっています。「働き方改革」は、この

課題の解決のため、働く方の置かれた個々の事

情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実

現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望

を持てるようにすることを目指しています。 
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Ⅱ．働き方改革が企業淘汰を加速させる

（働き方改革のもうひとつの狙い） 

１．なぜ国は働き方改革を急ぐのか？  

～企業の淘汰・統合を促す～ 

 平成30年4月11日付「地方金融の課題と競

争のあり方」という金融庁が出したレポート

がある。 
 この中には衝撃的な図2) が掲載されている。 
 都道府県によっては、一つの地方銀行さえ

存続できないという衝撃的な内容である。 
 その上で金融庁は、地方銀行が経営改善を

した上で、地方銀行が破綻する前に地方銀行

同士の合併統合を促している。 
 しかし、それは地方銀行だけに当てはまる

内容ではない。地方銀行が存続できないとい

うことは、融資先である企業の多くが破綻・

消滅してしまうということでもある。企業の

多くが破綻・消滅してしまえば地域経済に与

える影響が大きい。そのため、今後国は企業

に対しても合併統合を促すことになると思わ

れる。 
 働き方改革は企業の生産性向上を促す内容

であるが、裏返して言えば生産性向上が出来 
なければ破綻・消滅してしまうということに

もなる。 
 なぜ国は働き方改革を急ぐのか？ と言わ

れれば、一つの大きな隠れた狙いは企業の淘

汰・統合を促すことにあるのではないかと思

われる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．働き方改革は経営者の力量が問われる（値

上げができるか？ 仕事や顧客の要求を

断れるか？） 

 働き方改革のプロセス（労働時間について）

は私なりの解釈では以下のとおりである。 

①労働時間を測る→②業務を洗い出す→③業

務効率化のためやらないことを決める→④効

率化のための投資→⑤不採算業務・案件につ

いては値上げ（形式・実質）を求める・仕事

を断る→⑥場合によっては人を雇用する 
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 テレビ・マスコミで報道されているのは、

③と④が多く、会議を減らしたり、IT機器で

効率化を図ったりする内容が多い。しかし、

実際は、③と④のみで労働時間を劇的に減少

させ、生産性を上げることは難しい。本来は

⑤と⑥も実行しないと生産性を上げることは

難しい。 
 例えば、働き方改革の一環で、青森トヨタ

自動車が車検や新車の納車時に客の自宅まで

車を届ける「納車引き取り（納引〈のうび〉

き）」を止めた結果、従業員の残業時間が従来

の5分の1になったと報道された3)。 
 これは上記⑤の事例に該当する。顧客から

「だめだ。納車は自宅まで届けに来い」と言

われても断り続けることができないといけな

い。これは容易なことではなく、できれば経

営者はこのようなことはやりたくない。 
 ヤマト運輸株式会社が働き方改革のために

顧客企業に値上げを要請・実行し4)、かつそ

の後の人員増員分の人件費に値上げ分の原資

を充てたことがニュースになったが、これは

まさしく⑤と⑥を実行したことになる。 
 ⑤と⑥は誰が行うべき内容か？ 経営者で

ある。働き方改革は経営者の力量が問われる

ことになる。 
 

３．高収益企業や大手企業の働き方改革は比

較的容易 

 ⑴ 働き方改革を実行できる企業とは？ 

・商品やサービスに付加価値が大きく値上

げをすることができ、顧客からの無理難

題を断れる。 

・商品やサービスの市場占有率が高く、値

上げをすることができ、顧客からの無理

難題を断れる 

・規模のメリットを活かした価格交渉がで

きる 

・規模が大きいため人材投資や設備投資が

容易 

・規模が大きいため従業員が休みを取りや

すい 

・業務改善による労働時間の短縮化が可能 

 こう書いてみると身も蓋もない内容にな

ってしまうが、高収益企業や大手企業は

様々な方法で時間あたりの生産性を高める

ことができる。現に大手企業は既に労働時

間を順調に削減している。 

 ⑵ ホワイト企業になれる理由 

 例えば、既にホワイト企業で有名な未来

工業株式会社では以下の労働環境が有名で

ある。 

・年末年始は18連休、GWは2倍 

・ノルマなし 

・全員が正社員 

・残業禁止、残業ゼロ 

 なぜこのようなことが可能なのだろう

か？ 未来工業自身が認めているが、ニッ

チな分野でトップシェアを取って競争を避

け (未来工業でしか手に入らない) 、かつ

全社員でアイデアを出し合い新しい商品を

常に開発することで競争を避けているので

ある。下請け業務も意図的に引き受けてお

らず高収益が実現できる。これらの経営方

針により、利益率が高く、顧客に対する交

渉力が生まれ、無理な値引き・無茶な要求

を断ることができる。その結果、従業員に

しわ寄せがいかず、労働環境が劇的に良く

なるのである。働き方改革とは経営者の仕

事であることがよく分かる。 

 

４．働き方改革が出来ない企業の採用・定着

率は相当悪化し、淘汰が加速する 
 ここ数年、就職活動をする学生向けにホワ

イト企業リストというものが出回っている。

様々なものがあるが、私が見たものは残業時

間数と有給消化率と3年以内離職率をもとに

順位付けをしていた。私は当初はこのような

リストを見て「まだ働いていないうちから休
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みを気にしすぎるのはいかがなものか」等の

違和感を覚えた。 
 しかし、現在はやむを得ないかとも考える

ようになっている。人事担当の方や経営者の

方から色々話を聞いたりしているうちに今の

若者からは、単に休みを取りたい、楽をした

いだけではない本音を感じ取ることができる

からである。 
 例えば、ある物流企業が求人広告に「完全

週休二日制選択可能」と記載することとした。

私は「求人に応募する方は増えましたか？ 

どのような方が来るのですか？ 皆さん週休

二日制を希望するのですか？」と聞くと担当

者の方は「求人に応募する方は増えました。

若い方の応募が増えました。しかし、実は週

休二日制を希望する方は少ないです。より収

入の多いこれまでの働き方を選択することの

方が多いです。おそらく運送業で週休二日制

を採用できるような会社は、『法令も遵守し、

経営も安定しているまともな会社なのだろ

う』と考えて応募しているだけで、実際はよ

り収入の高い働き方を選択するようです」 
 私の感覚では、求職者、特に若者は、働き

方改革を実行できる企業＝経営が安定し今後

も企業が存続できるである企業という選別を

無意識に行っているようである。 
 

５．従業員側も意識改革が必要 

 では働き方改革は、従業員にとって良いこ

とばかりかというと必ずしもそうではない。

働き方改革が進めば従業員にも高い生産性が

求められることになり、短時間で成果を挙げ

る従業員とそうではない従業員の差は開いて

いくことになる。 
 また、働き方改革を進めれば、少ない労働

時間で成果を挙げないといけなくなることか

ら、企業は研修指導に十分な時間を割くこと

ができなくなり、かつ即戦力の人材を求める

ことになるかもしれない。そうなると、企業

任せではなく、自分で能力開発・研鑽を行わ

なければならない時代になり、従業員個人に

より大きな差がつくことになる。従業員側も

意識改革が必要となる。 
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